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06
令和６年度からの国民健康保険税の
税率改正について

〈問合せ〉
市民生活課 国保・年金係　

☎ 75-4973
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対 象

５割軽減基準額
基礎控除額 （４３万円） + （29.5 万円× （被保険者数※１））

＋１０万円× （給与所得者等※ 2 の数） －１） 以下の世帯

２割軽減基準額
基礎控除額 (43 万円 ) ＋ 54.5 万円× ( 被保険者数※ 1)

＋ 10 万円× （給与所得者等※ 2 の数） －１） 以下の世帯

令和 5 年度 令和 6 年度

医療給付費分 ６５万円 ６５万円

後期高齢者支援金分 ２２万円 ２４万円

介護納付金分 （４０〜６４歳） １７万円 １７万円

合計金額 １０４万円 １０６万円

国民健康保険税の最高限度額が変わります国民健康保険税の最高限度額が変わります

令和 6 年度【改正後】軽減判定所得

※ 1 被保険者数には、 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から

　　後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含みます。

※ 2 給与所得者等とは、 一定の給与所得者 （給与収入 55 万円超）

　　と公的年金所得者　（年金収入 60 万円超 （60 歳未満）） または

　　（125 万円超 （65 歳以上）） の方をいう。

※変更は５割軽減と２割軽減の軽減基準額です

軽減判定所得が見直され、 現行より軽減される対象者が拡大します軽減判定所得が見直され、 現行より軽減される対象者が拡大します

今年度から新たに標準税額になる車両 今年度から新たに標準税額になる車両 
　令和４年４月から令和５年３月に初度登録をされた車両のうち、

グリーン化特例により令和５年度に軽課対象であった車両。

グリーン化特例の対象 （令和６年度のみ軽課）グリーン化特例の対象 （令和６年度のみ軽課）
　令和５年４月から令和６年３月までに初めて車両番号の指定を受けた

車両で、 一定の環境性能を有するものは軽自動車税が軽減されます。

07 ５月は軽自動車税の納付月です
〈問合せ〉

税務課（徴収対策室）住民税係　
☎ 75-4977

今年度から新たに重課となる車両今年度から新たに重課となる車両
　平成２２年４月から平成２３年３月に初度登録をされた車両


